
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

三
七
下

二

付
録

附
録

四
六
〃

一

四
三
〃

〃
付
録
第
四
号

附
録
第
四
号

（
原
稿
誤
り
）

一
五

一
一
限
る
。

限
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

千
葉
市
中
央
区
末
広
一
丁
目
一
七
番
一
号

栗
原
建
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

栗
原

佑
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

福
井
県
鯖
江
市
有
定
町
一
丁
目
六
番
二
九
号

株
式
会
社
東
信
自
動
車

代
表
取
締
役

宮
本

幹
成

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

福
井
県
鯖
江
市
有
定
町
一
丁
目
六
番
二
九
号

株
式
会
社
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
東
信

代
表
取
締
役

大
島

恒
彦

株
式
譲
渡
制
限
設
定
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
株
主
総
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る

方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
ま

で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

大
阪
市
淀
川
区
宮
原
一
丁
目
一
番
一
号

M
a
g
n
a
ch
ip
S
em
ico
n
d
u
cto
r 株
式
会
社

代
表
取
締
役

金

潤
鎬

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp

令
和
七
年
九
月
十
九
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

さ
ざ
ん
か
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
十
五
億
二
千
五
百
二

十
六
万
一
千
百
七
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0049/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
九
月
十
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｓ
ｉ
ｌ
ｖ
ｅ
ｒ
ａ
ｄ
ｏ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
十
四
日
（
号
外
第
一
六
一
号
）
掲
載
の

第
五
三
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
金
額
の
単
位「

金
額

（
千
円
）」

と
あ
る
は「

金
額
（
百
万
円
）」

の
誤
り
に
つ
き

訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

山
形
県
天
童
市
大
字
久
野
本
字
日
光
一
〇
五
九

四

最
上
電
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

伊
豆
田
智
三

訂
正
公
告

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
（
号
外
第
一
五
七
号
）
掲
載

の
無
縁
墳
墓
等
改
葬
公
告
中
、
一

納
骨
堂
名
義
人
氏
名

欄
の
「
須
藤
杏
子
」
と
あ
る
は
「
首
藤
杏
子
」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。
な
お
、
納
骨
壇
の
使
用
者
等
、
死
亡

者
の
縁
故
者
及
び
無
縁
墳
墓
等
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る

方
は
、
本
訂
正
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
期
日
ま
で
に
お
申
し
出
の
な
い
場
合
は
、
新
納

骨
堂
の
合
祀
墓
に
改
葬
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
承

知
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

福
岡
県
三
潴
郡
大
木
町
大
字
横
溝
二
三
三
八
番
地
一

横
溝
地
区
共
同
墓
地
公
園
組
合

組
合
長

野
田

能
昭

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
三
日
（
号
外
第
一
二
二
号
）
掲
載
の
第

一
〇
〇
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
一
番
六
号

オ
リ
エ
ン
ト
時
計
株
式
会
社

代
表
取
締
役

金
澤

宏

取
消
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
六
日
（
号
外
第
一
九
二
号
）
掲
載

の
合
併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
合
併
公
告
の

み
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日

北
九
州
市
八
幡
西
区
大
平
一
丁
目
一
二
番
三
号

（
甲
）
株
式
会
社
大
徳

代
表
取
締
役

近
藤

俊
徳

北
九
州
市
八
幡
西
区
市
瀬
三
丁
目
一
番
二
一
号

（
乙
）
有
限
会
社
ダ
イ
ト
ク

代
表
取
締
役

近
藤

大
樹

令
和
七
年
八
月
十
五
日
（
号
外
第
百
八
十
五
号
）
公
布

法
務
省
令
第
四
十
号
（
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係

省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
）

令
和
七
年
九
月
一
日
（
号
外
第
百
九
十
七
号
）
文
部
科

学
省
告
示
第
七
十
一
号
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
及

び
ロ
の
各
種
学
校
及
び
団
体
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改

正
す
る
件
）
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